
大網白里市さくらねこ無料不妊手術

チケット配付について

大網白里市では、公益財団法人どうぶつ基金（以下「どうぶつ基金」といいま

す。）が実施するさくらねこ無料不妊手術事業に登録し、飼い主のいない猫に無

料で不妊手術を受けさせることができるチケットを配付します。

チケットは、どうぶつ基金が指定する協力病院で使用することができます。

１ 申請期間

令和７年４月１日（火）から令和８年１月３０日（金）まで

午前８時３０分から午後５時まで（市役所開庁日に限る。）

※どうぶつ基金の予算額に達し次第、受付終了します。

２ 申請受付場所

大網白里市役所 地域づくり課 窓口

３ 申請できる方

・大網白里市に住所を有する個人

・大網白里市に住所を有する方を含めて３人以上で活動する団体

４ 手続きの流れ

① チケットを使用したい前々月

市へチケット交付申請書を提出してください。



② チケットを使用したい前月

市で申請をとりまとめて、どうぶつ基金へ交付申請します。

下旬頃にどうぶつ基金から交付されたチケットを申請者へ配付します。

③ チケットを使用する月

ＴＮＲ活動を実施し、報告書提出期限までに市へチケット利用報告書を

提出してください。※チケットの有効期限は１か月（当月内）です。

５ 交付申請について

次に示す申請受付期間中に、チケット交付申請書を提出してください。

≪提出物≫

□ チケット交付申請書（裏面誓約書含む。）

□ 団体構成員名簿（活動団体のみ）

□ 捕獲予定場所の周辺地図

□ その他市長が必要と認める書類

チケット有効期間 申請書受付期間 報告書提出期限

第７回 令和７年１２月１日～３１日 令和７年１０月１日～３１日 令和８年１月５日

第８回 令和８年１月１日～３１日 令和７年１１月１日～３０日 令和８年２月５日

第９回 令和８年２月１日～２８日 令和７年１２月１日～３１日 令和８年３月５日

第１０回 令和８年３月１日～３１日 令和８年１月１日～３１日 令和８年４月６日



６ チケットの配付及び手術の実施

チケット有効期間の前月下旬頃に、申請者宛にチケット配付書及びチケット

を郵送しますので、どうぶつ基金が指定する協力病院で不妊去勢手術を実施し

てください。（協力病院は希望どおりとならないこともあります。）

注意事項

≪猫の捕獲について≫

・猫の捕獲は、申請者自身で行ってください。

≪手術の実施について≫

・手術の際に、協力病院にチケットを提出してください。（手術は、事前に

予約してください。）

・チケットを使用するときは、協力病院に身分証を提示してください。

・不妊手術と併せて猫の耳をＶ字にカットしてください。

・手術等の際に生じた事故等は、申請者の責任において処理してください。

・手術が終わった後は、猫を元の場所に戻してください。

・実施報告に当たって、不妊手術前後の写真提出が必要ですので、忘れずに

写真撮影してください。

７ 実施報告

先に示した報告書提出期限内又は手術後１０日以内のいずれか早い日までに

チケット利用報告書を提出してください。

期限までに提出がない場合は、どうぶつ基金からチケットを交付してもらえ

なくなる可能性がありますので、期日を守ってください

≪提出物≫

□ チケット利用報告書

□ 手術内訳書

□ 捕獲及び解放現場の写真

□ 不妊手術前後が分かる猫の写真

□ その他市長が必要と認める書類



８ 注意事項

・チケット使用に当たっては、どうぶつ基金のさくらねこ無料不妊手術事業を

よく理解して、どうぶつ基金の定めるルールに従ってください。

・大網白里市以外で捕獲した猫や、飼い主のいる猫、譲渡予定の猫などにチケ

ットを使用しないでください。チケットの譲渡も禁止します。

・チケットは、必要な枚数を精査して申請してください。

・実施報告書は、市の示す期日までに必ず提出してください。

・本事業を実施するに当たっては、地域の理解を得られるよう努めてください。

・不明な点があれば、必ず確認してください。

９ 申請・問合せ窓口

大網白里市地域づくり課環境対策班

☎ ０４７５（７０）０３８６

※土日祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで

※年末年始（１２月２８日～１月５日）は閉庁しています。


